
 

 
令和５年１１月号 

令和５年 11月９日 

香 川 県 高 速 道 路 

交 通 安 全 協 議 会 
 

   しない・させない 過積載！ 
トラックへの過積載は重大事故につながる恐れがあり、積んだ方も 

積ませた方も罰則が強化されています。 

また、燃費の効率も悪く地球温暖化にもつながります。 

過積載等の法令違反は厳しく罰せられます！ 

        運 転 者 に 係 わ る 処 分        
        超過１０割以上(大型)     ▶ 交通切符       

上記以外の過積載(法 57条 1項)  ▶ 反則切符      

                              ▼ 
       積荷に℞対する現場応急措置命令通行指示書の交付(法 58 条の 3-1,2) 
 

                  使 用 者 に 係 わ る 処 分        
          違反点数制度 ▶ 公安委員会の指示 ▶ 1 年以内に過積載の再発 
                                  ▼ 
                              公安委員会の車両使用制限命令(法 75 条の 2-2) 

                             ▼ 
車両使用制限違反 

            ▼ 
検  挙 

 ▼ 

                            罰 則 
 

     使用者以外の者(荷主・荷受人)に係わる処分      
警察署長の再発防止命令 ▶ 過積載要求の再発 ▶ 再発防止命令違反 
(法 58 条の 5-2)                   ▼ 
                         検 挙 
                          ▼ 

                         罰 則 

        貨物運送事業法に係わる処分          

輸送の安全確保命令を受けた日から、３年以内に同じ命令を受け、かつ、当該処分に 
従わなかった場合、許可取消となります。 

 第第第８８８回回回   さささぬぬぬききき弁弁弁交交交通通通安安安全全全川川川柳柳柳コココンンンテテテススストトト   最最最優優優秀秀秀作作作品品品   

◆  その一杯 家族のえがお こわれるで（一般部門 A） 

◆  かぶろうで 命を守る ヘルメット（一般部門 B） 

◆  ヘルメット かぶらないかん 自転車も（こども部門） 

(事務局) 「香川県高速道路交通安全協議会」  〒760-0066 高松市福岡町 3-2-3 香川県トラック総合会館 3 階   (℡)087-813-2629 

         

香 川 県 

高速安協だより 
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